
健康福祉課障害福祉係��　　25 �1183

　障害者基本法には、国民の間に広く基本原則に関する関心と理解を深めるとともに、障害者が社会、経済、文化など
のあらゆる分野の活動に参加することを促進するため、毎年12月３日から９日までを障害者週間とすることが定められ
ています。

障がい福祉について理解を深めよう！障がい福祉について理解を深めよう！

　
市
で
は
、
障
害
者
週
間
に
あ
わ

せ
て
障
が
い
者
福
祉
に
関
心
や
理

解
を
深
め
て
い
た
だ
く
た
め
、
障

が
い
当
事
者
で
あ
る
障
害
者
互
助

会
な
ど
と
連
携
し
な
が
ら
啓
発
活

動
を
行
っ
て
い
ま
す
。　

　
毎
年
、
障
が
い
の
日
記
念
事
業

と
し
て
福
祉
事
業
所
の
利
用
者
や

特
別
支
援
学
校
に
通
う
生
徒
な
ど

が
作
っ
た
作
品
を
展
示
し
て
い
ま

す
。

と
き　
11
月
27
日
（土）
～
12
月
10
日

（金）と
こ
ろ　
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
ひ

だ
ま
り

昨年の展示の様子

地
域
自
立
支
援
協
議
会
と
は

　
地
域
の
実
情
に
あ
っ
た
障
が
い

者
福
祉
の
実
現
と
、
さ
ま
ざ
ま
な

ケ
ー
ス
が
存
在
す
る
障
が
い
者
に

対
す
る
支
援
体
制
、
相
談
体
制
の

強
化
の
実
現
を
図
り
、
そ
の
シ
ス

テ
ム
を
構
築
し
て
い
く
こ
と
を
目

的
に
「
地
域
自
立
支
援
協
議
会
」

を
設
立
し
て
い
ま
す
。
こ
の
協
議

会
で
は
、
障
が
い
者
福
祉
計
画
な

ど
の
策
定
を
は
じ
め
、
施
策
の
進

捗
管
理
や
地
域
課
題
の
整
理
な
ど

を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
協
議
会
の
中
に
、「
く
ら

し
・
相
談
支
援
部
会
」、「
し
ご
と

部
会
」、「
障
が
い
福
祉
事
業
所
部

会
」の
３
つ
の
専
門
部
会
を
設
け
、

そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
地

域
課
題
、
ニ
ー
ズ
な
ど
に
つ
い
て

方
向
性
を
見
出
し
、
支
援
に
つ
い

て
の
さ
ま
ざ
ま
な
ア
イ
デ
ア
や
事

業
案
な
ど
を
協
議
し
て
い
ま
す
。

　
く
ら
し・相
談
支
援
部
会
で
は
、

障
が
い
者
福
祉
に
つ
い
て
の
理
解

や
啓
発
の
推
進
を
目
的
と
し
て
、

障
が
い
者
の
就
業
や
生
活
支
援
、

成
年
後
見
制
度
に
関
す
る
講
演
会

を
開
催
し
ま
し
た
。

　
し
ご
と
部
会
で
は
、
障
が
い
者

の
就
労
に
関
す
る
こ
と
や
、
余
暇

の
支
援
に
つ
い
て
の
課
題
を
協
議

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
水
産

と
福
祉
の
連
携
事
業
と
し
て
、
牡

蠣
コ
レ
ク
タ
ー
や
牡
蠣
工
場
で
の

た
ね
さ
し
作
業
を
各
事
業
所
で
振

り
分
け
て
行
っ
て
き
ま
し
た
。

　

障
が
い
福
祉
事
業
所
部
会
で

は
、
市
内
の
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業

所
が
情
報
共
有
を
行
っ
た
り
、
民

生
委
員
な
ど
と
の
交
流
を
通
し
て

課
題
の
検
討
や
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
を

図
る
場
と
し
て
い
ま
す
。
バ
リ
ア

フ
リ
ー
タ
ウ
ン
ウ
ォ
ッ
チ
ン
グ
を

実
施
し
て
、
避
難
場
所
へ
の
避
難

ル
ー
ル
の
確
認
を
行
う
な
ど
、
い

ざ
災
害
が
発
生
し
た
時
に
支
援
者

と
し
て
知
っ
て
お
き
た
い
こ
と
な

ど
を
話
し
合
い
ま
し
た
。

特別障害者手当・障害児福祉手当について特別障害者手当・障害児福祉手当について
　重度の障がいがあり、在宅で介護を受けている場合に受給するこ
とができます。手当を受給するためには、申請したうえで認定を受
ける必要があります。

手当
（支給月額） 対象者

特別障害者手当
（27,350 円）

著しく重度の障がいがあるため、日常生活におい
て常時特別の介護を必要とする20 歳以上のかた
※次のかたは手当を受給できません。
・	障害者支援施設や特別養護老人ホームなどに入所して
いるかた
・病院などに継続して３か月以上入院しているかた

障害児福祉手当
（14,880 円）

重度の障がいがあるため、日常生活において常
時介護を必要とする20 歳未満のかた
※次のかたは手当を受給できません。
・障害児入所施設などに入所しているかた
・	障がいを支給事由とする年金を受けることができるかた

※	本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定以上ある場合は支給が
停止されます。

鳥羽市障害者施策推進委員会

しごと部会

くらし・相談支援部会

障がい福祉事業所部会

専門部会

運営部会

鳥羽市地域自立支援協議会

提案・報告 確認

障
が
い
の
日
記
念
事
業
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